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○
国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
生
活
関
連
物
資
等
）

（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
生
活
関
連
物
資
等
）

第
一
条

国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

第
一
条

国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

六
条
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
生
活
関
連
物
資
等
は
、
次
の
と
お
り
と

六
条
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
生
活
関
連
物
資
等
は
、
衛
生
マ
ス
ク
と

す
る
。

す
る
。

一

衛
生
マ
ス
ク

二

消
毒
等
用
ア
ル
コ
ー
ル
（
ア
ル
コ
ー
ル
（
こ
れ
を
含
む
製
剤
を
含
む

。
）
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品

以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
分
（
温
度
十
五
度
の
時
に
お

い
て
原
容
量
百
分
中
に
含
有
す
る
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
の
容
量
を
い
う

。
）
が
六
十
度
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
消
毒
等
（
消
毒

、
殺
菌
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
こ

と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
こ
れ
を
染
み
込
ま
せ
た
脱
脂
綿
、
紙

、
不
織
布
そ
の
他
の
材
料
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）

（
特
定
生
活
関
連
物
資
等
の
転
売
の
禁
止
）

（
衛
生
マ
ス
ク
の
転
売
の
禁
止
）

第
二
条

前
条
各
号
に
掲
げ
る
生
活
関
連
物
資
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

第
二
条

衛
生
マ
ス
ク
を
不
特
定
の
相
手
方
に
対
し
売
り
渡
す
者
か
ら
衛
生

「
特
定
生
活
関
連
物
資
等
」
と
い
う
。
）
を
不
特
定
の
相
手
方
に
対
し
売

マ
ス
ク
の
購
入
を
し
た
者
は
、
当
該
購
入
を
し
た
衛
生
マ
ス
ク
の
譲
渡
（

り
渡
す
者
か
ら
特
定
生
活
関
連
物
資
等
の
購
入
を
し
た
者
は
、
当
該
購
入

不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
対
し
、
当
該
衛
生
マ
ス
ク
の
売
買
契
約
の
締
結

を
し
た
特
定
生
活
関
連
物
資
等
の
譲
渡
（
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
対
し

の
申
込
み
又
は
誘
引
を
し
て
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
衛
生
マ
ス
ク
の

、
当
該
特
定
生
活
関
連
物
資
等
の
売
買
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
誘
引

購
入
価
格
を
超
え
る
価
格
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
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を
し
て
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
特
定
生
活
関
連
物
資
等
の
購
入
価
格

。

を
超
え
る
価
格
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。


